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（午後 ６時００分 開会） 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 それでは、定刻となりましたので、令和７年度第２回東京

都医療ＤＸ推進協議会を開催いたします。 

  本日は、委員の皆様方には、大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

  東京都保健医療局医療政策部医療ＤＸ推進担当課長の佐藤です。 

  議事に入るまでの間、進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

  本日も、ＷＥＢ会議との併用での開催としています。ＷＥＢ会議での進行に当たり、

すみません、いつも同じですけども、注意事項を申し上げさせていただきます。 

  機材トラブル等がございましたら、システム上で挙手またはチャット機能にてお知ら

せください。 

  会議中は、ハウリング防止のため、マイクを常にミュートの状態にしてください。マ

イクアイコンに斜線が表示されていれば、ミュートの状態になっています。 

  ご発言の際は、システム上の挙手機能でお知らせください。 

  ご発言につきましては、会長より指名を受けた後にミュートを解除し、お名前をおっ

しゃってから、お話しいただきますようお願いします。 

  ご発言が終わりましたら、再度マイクアイコンを押して、ミュートにしてください。 

  円滑な会議進行のために、ハウリング防止にご協力をお願いいたします。 

  まず初めに、資料の確認でございますが、お手元のタブレット、事務局より委員の皆

様には事前に送付もさせていただいておりますが、次第に記載しております、資料が１

から７、参考資料が１から４となっております。 

  続きまして、会議の公開でございますが、本日の協議会は資料２、要綱第９の規定に

基づきまして、公開とさせていただきますので、よろしくお願いします。 

  また、本日、傍聴の方もいらっしゃいますので、ご了承いただければと思います。 

  続きまして、委員の先生方の出席状況でございますけれども、本日は、長井委員、笠

松委員、小澤委員よりご欠席の連絡をいただいております。また、土谷副会長、土屋委

員、小平委員、柳橋委員、小林委員、桃原委員、高橋委員、本多委員については、ＷＥ

Ｂにてご参加をいただいています。 

  それでは、ここからの議事の進行を小林会長にお願いしたいと存じますので、よろし

くお願いいたします。 

○小林会長 本日は、ご多忙のところお集まりいただきましてありがとうございます。 

  本日、議事が４つほど用意されています。最初の議事の１、２、３は、主に事務局の

ほうから説明をしていただいて、委員から質問を受けるような形で進めたいと思います。

最後、意見交換は、恐縮ですが委員全員からご意見をお伺いしたいと思います。一応、

名簿順で意見をお願いしたいと思いますので、最後の意見交換は、どうぞ活発なご議論

をよろしくお願いいたします。 
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  それでは、議事に入りたいと思います。 

  まず、議事の１、都の現状について、それから、２、今年度の取組報告についてお願

いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 それでは、資料３をご覧ください。 

  電子カルテの導入状況及び今後の見込みについてです。 

  今年１月１日現在では、病院は約７５％、診療所が約６０％の導入率で、病院につき

ましては、東京都医師会さん、地区医師会さん、病院協会さん、そして東京都精神科病

院さんのご協力ですとか、格別のご配慮を賜りまして、全ての病院に個別に導入支援を

行いました。その結果、令和９年度末までに９２．８％、５７７の病院が導入見込みと

なっております。 

  次のページです。資料４、１月に医療ＤＸに関するインターネットモニター調査を行

いました。目的としましては、患者満足度向上に資するデジタルツールに関して都民が

感じている期待度合いを調査するというものでございまして、回答数につきましては、

年代が偏らないように８００、外来受診頻度ですとか入院経験についても様々な方から

ご回答をいただいています。 

  次のページです。まず、どういったことに患者家族として不安・不満を感じるかをお

聞きいたしました。このページは、病院に行く際に不安・不満に感じることですが、上

位３つにつきましては待ち時間に関すること。そのほか、予約や変更の方法が少ない、

診察日等のスケジュール管理が大変、問診票などの手書きの書類が多いといった回答が

多く占めました。 

  次のページです。次が診療所です。こちらにつきましても、上位３つにつきましては

待ち時間に関するもので、続いて予約の変更ですとか、支払いの方法が少ない、会計が

現金しか対応していないという意見が多かったという状況になっています。 

  次のページです。こちらが、病院・診療所に期待することにつきましては、ｗｅｂ予

約システム、処方箋送信サービス、診療待順案内が上位３つ並びまして、医療機関また

は薬局での待ち時間を短くする、また、待ち時間を可視化するような取組への期待が高

いという結果になりました。 

  次のページをお願いします。次は、患者団体との意見交換についてです。モニター調

査だけではなく、実際の患者さんのご意見を聞くという趣旨で、昨年末に、山口委員の

ＣＯＭＬを訪問させていただきまして、１５名の会員さんとグループディスカッション

を行ってまいりました。待ち時間についての主な意見としましては、症状があるときの

待ち時間はつらい、会計の待ち時間は無駄、先の見えないストレスを感じているという

ような意見がございました。 

  評価しているＤＸの取組ですとか希望としましては、アプリでの受付で、待ちの順番

が分かるとよいというものですとか、あとは後払い会計などが挙がりまして、また、一

番下ですが、院内の各種手続を同じプラットフォームでできるとよいといった意見もご
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ざいました。 

  次のページです。情報共有につきまして、患者さんからの意見としましても、医療機

関で画像も共有してほしいですとか、自分の症状を話せない家族がいても、あらかじめ

診療情報を共有してもらえれば、緊急時や災害時に安心だという意見もございました。 

  また、自分自身、患者との情報共有ですが、診療画像を患者も見られるようにしてほ

しいですとか、自分の医療情報を持ち、情報管理について自分で開示できる仕組みが欲

しいといった意見ですとか、医師からの情報量が多いので、ＡＩなどで要約されたもの

をもらえると便利だといった意見もいただきました。 

  また、東京都で率先して情報共有の取組を進めてほしいといった意見もいただきまし

た。 

  その他の意見としましては、海外では、国で統一的なプラットフォームにより、医療

機関の予約や証明書の交付まで可能な国もあるといった意見もございました。また、病

院の電子カルテと連携して、同じことを何度も何度も書かなくて済むとよいという意見

もあったり、高齢者など医療ＤＸが苦手な方への配慮があるとよいといった意見もいた

だいています。 

  こちらについては以上です。 

  次が資料５になります。医療ＤＸの取組状況に係る調査についてです。医療機能につ

きましては、医療機関からの報告に基づきまして、医療情報ネット（ナビイ）で公開さ

れていますけれども、医療ＤＸの取組につきましては、これまで集計したものがありま

せんでしたので、このたび調査を行いました。今回、全病院と一般診療所に調査をしま

して、１，５７５の機関から回答をいただいています。 

  次のページです。電子カルテの使用状況ですが、右側、調査に回答した医療機関では、

病院で８５．６％、診療所８０．７％となっています。 

  次のページです。電子カルテの導入時期です。調査に回答した医療機関の中での集計

となるので、偏りが出ることについては留意が必要ではございますけれども、右上、病

院につきましては、未導入のうち約半分が令和９年度までに導入予定となりまして、一

つ前のページの導入済みと合計しますと、令和９年度までの導入率は約９２％になる見

込みということで、ほぼ東京都の結果と同じような形になっています。 

  診療所につきましては、未導入のうち約３分の１が令和１２年度までに導入予定とな

っていまして、令和１２年度までの導入率は約８７％になる見込みでございます。 

  次のページです。導入予定なしの理由です。必要性を感じない、費用の確保、人材不

足といった回答が多く、国の標準型電子カルテを待っているという回答も一定数ござい

ました。 

  次のページです。使用している電子カルテの方式です。各方式の説明については左下

に説明がございますのでご参照ください。 

  右上です。病院では、オンプレミス型が７２％、次いで、クラウドリフト型が１４％
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となっています。国が進めているクラウドネイティブ型につきましては１１％となって

いるという状況です。 

  診療所につきましては、オンプレミスが４６％、クラウドネイティブが２４％となっ

てございます。 

  次のページです。標準規格への対応です。こちらも、用語につきましては左下をご参

照ください。 

  ＳＳ－ＭＩＸ２が病院で約半分、診療所でも一番多い結果となりました。国が進めて

いる情報交換規格のＨＬ７ＦＨＩＲに対応している医療機関は少数となっている状況で

す。 

  次のページです。電子カルテを使用している医療機関のうち、自院の電子カルテを他

院に共有しているかにつきましては、病院、診療所ともに、依然「いいえ」の回答が多

くなっているという状況です。 

  次のページです。次に、自院の電子カルテを共有していると回答した医療機関に、そ

の頻度を聞いたところ、多くの医療機関が週１回以上と答えています。現時点では、自

院の電子カルテを公開しているところは少ないですけれども、利用している医療機関に

ついては、ある程度、日常使いしていただいているのかなというような状況であります。 

  次のページです。次が、他院の電子カルテを閲覧しているかの質問です。これについ

ても、「いいえ」が多くございまして、次のページです。「はい」と答えた医療機関の

多くが、週１回以上閲覧しているといった状況でございました。 

  次のページです。導入している医療ＤＸの取組です。こちらのスライドが病院ですけ

れども、病院では、診療待順案内、ｗｅｂ予約システム、オンライン面会、入院動画説

明といった取組が続きました。 

  次のページです。診療所につきましては、ｗｅｂ予約システム、ｗｅｂ問診、処方情

報閲覧サービスと続いています。 

  今年度の取組につきましては以上になります。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  ただいま、二つの報告がありました。一つは、病院の電子カルテ導入見込みが令和９

年度末ですね、約２年後ということですけど、９２．８％とかなり目標に近い値になり

そうです。 

  それからもう一つは、医療ＤＸに関して、インターネットモニターと、それから医療

機関を対象にした調査、二つの調査の報告がありました。この二つに関して、何かご質

問等がありましたらお願いいたします。 

  私からちょっと一つ。モニター調査で、後払いシステムが非常に便利というコメント

がありましたけど、具体的にはどんな感じですか。ちょっと何か今の制度上、想像しづ

らいんですけれども、次の受診時で払うということですか。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 後払い会計サービスは、自分のクレジットカードの情報な
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どをあらかじめ登録しておきまして、会計手続をせずにそのままお帰りいただけるので、

会計待ちがないということで、非常に期待の高い取組の一つかなと考えております。 

○小林会長 なるほど。それは、利用者と、それから医療機関の両方が同意していれば、

制度上は全く問題ないということですね。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 はい。実際に使っている医療機関もございまして、こうい

う取組も広げていければなと考えています。 

○小林会長 はい、ありがとうございました。 

  ほかにご質問はいかがでしょうか。 

  大石委員、どうぞ。 

○大石委員 非常に興味深い調査をありがとうございます。 

  電子カルテを使用しているという医療機関の中で、自院の電子カルテ情報を他院に共

有しているか、もしくは他院の医療機関の電子カルテ情報を見ているかという質問に関

してなんですけれど、今の段階ではそんなに多くはないと思います。しかし、こういう

取組が起こっているということはいいことだと思いました。ご質問としては、これはど

ういう関係性のある医療機関同士で、何のためにやっているのかということが、もう少

し深掘りして理解できるといいと思います。ここら辺って情報はありますでしょうか。

要は、同じ法人の中だと比較的簡単ですが、他法人であるとか、あとは、例えば大学病

院とクリニックとかになってくると結構難しい部分というのがあるかと思うので、そこ

ら辺の質的な内容等がもしも分かれば教えてください。 

○小林会長 お願いします。 

  じゃあ、林委員から。 

○林委員 東京都と医師会とか病院協会からの支援を受けて、東京総合医療ネットワーク

という東京都全域のネットワークがあります。それには今、情報の開示施設が５０、閲

覧施設が６４ぐらい入っていて、都内全体で１００施設以上が今、連携が可能な状態に

なっています。それで、本当に頻回に使っているのは、やはり診療に用いている、また、

全く別法人のものが多いです。同一法人内でやっていらっしゃるという施設もあります。

同一法人内だと全てを公開してやっているという施設もありますが、別法人でも結構頻

度を高く使ってもらっています。施設数がそれで、実際にカルテを公開している患者さ

んの数としては、今、１万７，０００件くらいです。 

○小林会長 事務局から何か追加はありますか。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 今、林委員からお話があったとおり、東京総合医療ネット

ワークもそうですけども、やはり地域のネットワーク内で使っているところが多いと考

えております。 

○大石委員 いや、要は紹介、逆紹介のとき、もしくは返信しているとか、研究のために

とか、そういうものは分からないでしょうか。内容を見ると、何か推測はつくのかなと

思いました。 
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○林委員 通常はほとんど一般診療ですね。ですから、紹介されて、また戻ってきてとい

ったときに紹介元の医療情報を参照したいということで、診療情報提供書とは別にまた

見に行っているような状況です。 

○小林会長 ほかに。 

  どうぞ、畑中委員。 

○畑中委員 一応、東京都に確認です。今回の調査で、どのような連携をしているのか、

どういう関係性において、どんなデータを連携しているかまでは聞いていないというこ

とでいいですよね。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 そうですね。今回は、どれぐらいの頻度で共有しているか、

そこまでの調査となっています。 

○畑中委員 それから、東京総合医療ネットワークに加入しているかどうかも、無記名式

ですか、これは。記名式ですか。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 これは、全てお聞きしていきます。 

○畑中委員 そうですか。もしかしたら、それを使って加入しているところもあると思い

ますけども、ｎが９５ですかね。もう少し深掘りをした、その連携の実態みたいなこと

が分かるといいなと思います。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 この後の来年度の取組で出てきますけども、実はそういっ

たものを調査しようと考えていまして、それはまた次の議題でご説明させていただきま

す。 

○小林会長 それでは、また次に。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 林委員にお尋ねします。今のことですが、患者さん側は、どこの医療機関が

そこに加入しているかということをどれぐらい知っていて、例えば情報を共有してもら

っているから、その情報を共有してもらえるところに別の科で行きたいとか、そういっ

たニーズに応えられるような状況になっていますでしょうか。 

○林委員 ありがとうございます。 

  東京総合医療ネットワークとしては、ホームページを持っていて、そこでどの医療機

関がそれに加盟しているのか、また、ベンダーによって情報の公開できる範囲というの

が異なってくるものですから、同じベンダーだと比較的多くの情報が共有できるんです

が、東京都の場合だと異なるベンダー間でもやり取りができるように、ベンダーの協力

があってできたものですから、あまりどこのメーカーのものを使っているからというこ

とはなくて、入っていただければ、どのメーカーのものでも今、やり取りはできるよう

にはなってきています。 

○山口委員 検査を受けたときに、同じ検査が繰り返しになるとか、ＣＴとかだとあまり

被曝はしたくないというようなことが、それで抑えられるのであれば、患者さんが主体

的に選ぶこともできるかなというふうに思いました。できているということですね。あ
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りがとうございます。 

○小林会長 先ほど、後払いの話はＷＥＢじゃなくてＣＯＭＬのグループディスカッショ

ンでしたね。失礼しました。 

  ほかに質問、ＷＥＢ参加の委員の方、いかがでしょうか。挙手はないですね。 

  それでは、議事を進めたいと思います。 

  議事の３、来年度の取組について、事務局より説明をお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 それでは、資料６をご覧ください。 

  ここからは来年度の取組になります。資料６は、今年度の第１回の協議会でもお話し

した電子カルテ導入前から導入後の伴走型支援を中心とした医療ＤＸ推進取組を来年度

の事業版で更新したものになります。 

  中段の列の２からご説明します。令和７年度から９年度は３年間の重点支援期間とあ

りまして、令和８年度はその２年目に当たります。矢印状になっています導入前から導

入後の部分で、真ん中から右の導入の部分をご覧ください。来年度、新たにリース契約

を支援の対象にいたします。また、下から３行目に地域医療確保緊急支援事業がござい

まして、こちら、再構築としておりまして、民間病院を緊急的かつ臨時的に支援する事

業でございまして、入院患者数に応じて支援金を支給するものでございますが、再構築

としまして、来年度、電子カルテ未導入の病院については、電子カルテ導入に向けた取

組が要件となります。 

  次のページをお願いします。次に、こちらは新たな取組についてご説明をします。こ

の資料の中ほどからご覧ください。令和８年度の医療ＤＸ予算は５５．６億円、今年度

は３８．５億円でしたので、１７億１，０００万円の増となっています。電子カルテ本

体の導入支援に当たります医療機関診療情報デジタル推進事業が４２億円。電子カルテ

の部会でも数多くのご意見をいただきました、医療ＤＸに係る情報発信について７，０

００万円。患者満足度向上の取組として、ロールモデル創出事業、これは新規で４，０

００万円。医療情報連携として、新たな医療情報連携基盤の構築に係る調査、検討費用

として、新規で５，０００万円を計上してございます。 

  次のページをお願いします。令和８年度のデジタル化推進セミナー・出張講習会につ

いてご説明いたします。 

  今年度も実施いたしましたけれども、来年度もセミナーと出張講習会を実施いたしま

す。変更点に絞ってご説明いたします。 

  左側の箱がセミナーでございまして、今後、クリニックも含めまして、デジタル化の

裾野が広がっていくことに伴いまして、これまで応用編に位置づけておりましたセキュ

リティ対策を基礎編に位置づけたいと思っております。また、左側のセミナーの応用編

につきましては、病院向けとしまして、急性期、療養、精神科と医療機能別に分けたい

と思います。右側の箱、出張講習会につきましては、こちらは主に診療所向けといたし

まして、診療科別に細分化しまして、来年度はきめ細かく事業を実施していく予定でご
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ざいます。 

  次のページをお願いします。こちらは、リース契約による電子カルテ整備支援につい

てでございます。現在、国では標準型電子カルテの開発を進めていまして、国の動きを

待っているため電子カルテを入れられないと、そういった医療機関のために、リース契

約による電子カルテ整備支援を行いたいと思います。 

  基準額や補助率については、購入の場合と変わりません。 

  対象となるリース契約ですが、使用料を含みます。 

  要件ですけれども、厚生労働省の標準規格を要件としまして、国の標準型電子カルテ

ですとか、同じく国が今、標準仕様の開発を進めていますクラウドネイティブ型電子カ

ルテへの円滑な接続を目的としますことから、リース期間につきましてはあまり長くな

り過ぎないように５年以下としています。 

  そのほか、患者情報を適切に引き継ぐことですとか、クラウドネイティブ型への移行

を見据えて導入することといったことも明示して条件としています。 

  今年度の電子カルテ部会でも、複数の委員の先生から国の動きに合わせた電子カルテ

導入を進めるべきだというご意見もいただいています。一番下の矢印ですけれども、国

の電子カルテ情報共有サービスへの接続が可能な電子カルテを導入していくにはどのよ

うな支援策が考えられるか、ぜひご意見をいただきたいと考えております。 

  次のページをお願いします。こちらは、サイバーセキュリティ対策の強化について、

リード文の２ポツ目、来年度は、緑の文字で書いてある電子カルテを初めて導入する医

療機関、そして、青字の導入済みの医療機関双方へ訴求する対策を進めてまいりたいと

考えております。右の箱の下のほうですけども、厚労省のチェックリストですとか、医

療機関が確認しなくてはいけないポイントを各種事業の周知と同じタイミングで発信で

きればと考えております。 

  次のページです。医療ＤＸ東京なび（仮称）の構築についてです。 

  こちらにつきましては、現在、医療ＤＸについて、医療機関、患者のメリットが広く

正しく伝わっていないというのが現状でありまして、メリットの発信ですとか、医療Ｄ

Ｘの見える化、各種支援の制度などの情報を分かりやすく発信できるポータルサイトを

作成したいと思います。 

  掲載情報ですけれども、左側、全体向けの情報発信のほか、都民向け、医療機関向け

と入り口を分かりやすく分けたものにする予定です。こちら、先ほど山口委員からもご

意見がありましたけれども、都民向けにつきましては、赤字にしていますけれども、医

療機関のＤＸの取組情報を見える化したいと思っておりまして、地図上に落とし込んで

いくことを予定しています。 

  一番下に矢印がございますけれども、ここに載せたもの以外でも掲載すべき情報はど

のようなものがあるか。また、どのように見える化するか。さらには、サイトの誘導策

はどのようなものが考えられるかなど、ぜひご意見をいただきたいと考えています。 
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  次のページをお願いします。次が、普及啓発、広告掲載についてです。 

  自発的に都のホームページに見に来てくれないような層の方に医療ＤＸを訴求してい

くための手段として、右上の矢印の先ですけれども、普及啓発用の動画を作成しまして、

ＳＮＳで広告掲載を行っていきたいと考えております。真ん中から下が表になっていま

すけれども、概要編、若年層編、子育て世代編、高齢者編といった複数の切り口により

シリーズ化しまして、適宜実写ですとかアニメを組み合わせることで、分かりやすさ、

親しみやすさ、リアリティ、安心感を演出したものにしたいと思っております。取り上

げる具体的なシーンですとかストーリー、構成などはどのようなものがよいか、また、

ＳＮＳなど各種媒体をどのように活用するのかなど、ぜひご意見をいただきたいと考え

ております。 

  次のページです。こちらは、暮らしの中の医療情報ナビという冊子を都で作成し、区

市町村や保健所、地区医師会さんですとか医療機関などに配布しておりまして、毎年、

合計で数千から１万冊程度出ている冊子となっています。こちらの医療ＤＸの情報発信

については、デジタルを活用していない方にもぜひ訴求する必要があると考えておりま

して、こういったアナログの冊子についても医療ＤＸ編として、漫画のようなもので見

やすく親しみやすいものを作成したいと思っています。 

  右下に検討体制とございますけれども、本協議会のほかに、医療情報に関する理解促

進委員会など、関係する協議会等の意見を聞きながら作成してまいりたいと思っており

ます。 

  先ほどのＳＮＳ広告や本冊子のデータ版につきましては、ポータルサイトの医療ＤＸ

東京なびでも分かりやすく掲載する予定としています。こちらにつきましても、ストー

リーや構成、各種媒体の活用など、ご意見をいただければと考えております。 

  次です。新たな医療情報連携基盤の構築についてご説明いたします。 

  リード文をご覧ください。国が導入を進めています電子カルテ情報共有サービスの３

文書６情報に加えまして、検査画像など医療連携の推進ですとか、患者満足度の向上に

つながる医療情報を、電子カルテを導入した全ての医療機関間で連携・共有したいと考

えています。 

  また、前段で、今年度の取組として、患者団体さんとの意見交換でもご意見をいただ

きましたけれども、患者さんも連携した検査画像などの医療情報を閲覧できるとともに、

医療機関への予約ですとか、そういったところ、患者さんが期待する機能を備えまして、

そのほか、患者さんへの予約のプッシュ通知などの機能のサービスを提供できる環境を

整備しまして、患者さんやご家族の利便性を向上させたいというところを併せてやりた

いと考えています。 

  リード文の下が、目指す姿となっています。まず、国が構築を進めています電子カル

テ情報共有サービス、マイナポータルを含めました全国医療情報プラットフォームと接

続することで、利用者が使いやすい基盤としたいと考えています。 
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  左下の緑のところです。こちらは医療機関ですが、電子カルテの規格によらず、電子

カルテを入れた全ての医療機関が検査画像なども含めて情報連携が可能なものとしたい

と考えておりまして、右の赤の部分が患者になりますけれども、患者さんご自身の詳細

な医療情報を閲覧できるほか、医療機関の予約ですとかプッシュ通知などの機能を備え

た基盤を作りたいと考えています。 

  右側がスケジュールですけれども、右側の下のほうです。来年度につきましては、ま

ず、現状どういった情報連携が行われているかなどの調査を行いまして、必要な機能、

課題を検討の上、今年度、要件定義にまで着手したいと考えています。再来年度、令和

９年度以降に、環境整備構築に進みまして、出来上がった機能から順次運用していきた

いと考えております。 

  次のページです。次は、最後に、患者向けＤＸ環境整備についてです。 

  こちらは、患者満足度に寄与するデジタルツールを用いたロールモデルを創出しまし

て、モニター調査でも非常にニーズの高かった患者の手取り時間を増やす取組を進めた

いと思っております。 

  事業の概要でございますけれども、受診前から受診後までの一連のデジタルツールの

導入、かなり多くのツールになりますけども、こちらは、都立病院に協力していただい

て、導入前後の効果を検証したいというふうに考えております。その後、検証結果の分

析を踏まえて、ガイドラインを作成しまして、都内の医療機関へデジタルツールを活用

した取組を展開したいと考えております。 

  右下がスケジュールでございまして、実証実験につきましては令和８、９年度、実証

実験を踏まえたガイドラインにつきましては令和９年度を予定しております。 

  来年度の取組については以上でございます。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  ただいま、来年度の取組について説明がありましたけれども、これに関して、質問等

がありましたらお願いいたします。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 ありがとうございました。 

  今の最後の１０ページのところですね。受診前から受診後まで一連のデジタルツール

というのを先行して都立病院でというのは、具体的にどのようなものを考えていらっし

ゃいますか。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 今、都立病院で新しい電子カルテを入れているところです

けども、そういった電子カルテの入替えのタイミング等も含めて、こういった実証実験

がちょうどやれるような病院を都立病院機構と調整しながら、あとは患者さんのその規

模ですとか、機能ですとか、そういうところを含めまして、今後調整していきたいと考

えています。 

○小林会長 平川委員ですね。お願いします。 
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○平川委員 全く同じところの質問ですが、都立病院で使った予算、お金を同じだけ、

我々、普通の病院にも同じ額をもらえるようにしてもらいたいんですよ。都立病院はい

つも１０倍ぐらい取っているからね。だから、我々も同じことをするわけですから、補

助金等については、この取組の金額を明らかにして、それに見合う額を各病院に補助す

るというような考えの基になってもらいたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 ありがとうございます。 

  平川先生がおっしゃっていただいた点で言いますと、今回、令和８、９で実証をしま

して、その取組を都内の各医療機関に展開していくというところで、やはり費用面でと

いう話が出てくるかと思いますので、実証実験と取組結果を踏まえまして、その先の展

開はぜひ検討させていただきたいと思います。 

○小林会長 大石委員、どうぞ。 

○大石委員 質問ですが、５ページですかね。令和８年度サイバーセキュリティ対策の強

化についてというところで、これは補助金事業になるかと思いますが、サイバーセキュ

リティ対策支援事業というのが継続というふうに書いてあります。令和７年度、これ、

基本的にはオフラインバックアップに関する機器整備等とは書いてあります。それに対

する支援という形になっています。正直言って、サイバーセキュリティを確保するとい

うことの中で、このオフラインバックアップは、大事です。ただ、それだけではなくて、

正直言って、こういうふうな形で書かれると、実は結構使い勝手が悪かったという状況

があります。対策としては、ネットワーク全体の強化であるとか、端末に対するセキュ

リティーの強化だとか、要は、周辺のところとかも全部固めないと、これは非常に危険

です。部分的じゃなくて、全体に関して使えるような形にしていただかないと、結局、

病院の経営は結構厳しい。補助金が出るところはやるけれど、そうじゃないところはや

れないという形になってくるので、結果として非常に危険なものが横行するリスクがあ

るかと思います。ですから、もしもこの限定的じゃないということであれば、それはそ

れで結構ですけど、限定的でないということを明記していただかないと、皆さん困られ

ると思います。実際、出にくくなると思います。もし出ないのであれば、そこはぜひ再

検討をしていただけると助かります。 

  以上です。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 大石先生、ありがとうございます。 

  私どもの補助事業のホームページとかを見ると、リモートゲートウェイ装置ですとか、

エンドポイントのセキュリティー製品等も対象になっていますけども、やはりチラシだ

と、先生がおっしゃられたように、オフラインバックアップ等となって、多分、初めて

見る方はそこしか見ずに、何か対象が少ないんじゃないかと思ってしまうかと思います

ので、そういったその補助対象も含めまして、しっかり正しい正確なものを普及啓発で

きるようにしていきたいと思います。ありがとうございます。 

○小林会長 ほかにいかがでしょうか。 
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  ＷＥＢ参加の委員から、質問等はありますでしょうか。 

  それでは、議事を進めたいと思います。 

  議事の４、意見交換になります。意見交換では、恐縮ですが、名簿順にそれぞれの委

員から、ただいままでの都の説明、あるいはそれ以外の観点も含めて、医療ＤＸの推進

についてご意見を伺いたいと思います。 

  まず最初に、大石委員ですが、大石委員からは資料も提出いただいていますので、そ

の説明も含めてお願いいたします。 

○大石委員 ありがとうございます。 

  まず、今日の都の資料を見ていてすごく思ったのは、電子カルテを入れるということ

と、特に患者様、もしくは院内で期待しているＤＸ化というのは、すごい距離があるん

ですよね。電子カルテというのは、やっぱりファーストステップにしかすぎなくて、そ

こから先、何を積み上げていくのかということが大事で、反対に言うと、電子カルテが

仮に１００％入ったとしても、そこで、患者さんや働く人が期待しているＤＸにたどり

着かなかったとすると、広報をしても実は逆効果ではないかと思っています。そのステ

ップの中でどこまでいっているのかということを今後明記したほうがいいのではないか

と思いました。これが今日の発表に対する感想です。 

  それから、資料の中でちょっとご説明をしますと、私より詳しい方はいっぱいいらっ

しゃると思いますが、一応、現状の病院の課題と医療ＤＸの病院にとっての目的という

ことを初めに書かせていただいています。病院の経営環境を見ると、非常に今、経営が

困難になっていて、また、医療内容は高度になっていますし、あとはパンデミックだと

か、先ほど話が出たサイバーテロだとか、今までにないリスクがあると思います。です

から、その中で現状維持ではなくて、やっぱり抜本的な業務改革とか病院経営の高度化、

効率化というのは求められていると。それに資するようなＤＸ化、その基盤となる電子

カルテというのが要るのではないかと感じています。 

  それで、医療ＤＸの目的としては、国と病院とやはり少し目線が違っていて、病院に

関しては、業務のデジタル化による効率化であったり、先ほどお話に出ました院内と地

域との情報連携だとか、医療サービスの高度化だとか、あとは、戦略だとか、あと組織

が割と病院というのは硬直的なので、そこを変革するためのてこにするようなものでな

いと、本当にこれは補助金が出たとしても投資になってくるので、なかなか取り組めな

い、もしくは電子カルテを入れたけど、そこから先のＤＸ化に結びつかないということ

です。 

  働き方と経営能力の改革を目指したＤＸ化ということで言うと、その次のページをご

覧いただきますと、これは、概念論としてはステップがあると思っています。Ｐｈａｓ

ｅ０からＰｈａｓｅ１、２、３というふうにステップアップしていくのですが、Ｐｈａ

ｓｅ０は守りのＤＸ、要は電子カルテをまず入れましょうと。それから、データを集約

化すると。それを支える強固なネットワーク、セキュリティーの効いた形で、それは電
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子カルテ周りだけじゃなくて、全体のセキュリティー確保という、この基盤整備が守り

のＤＸとしてまずＰｈａｓｅ０でありますと。そこから上に積んでいくのですけど、Ｐ

ｈａｓｅ１はデジタイゼーション、要はペーパーレスですね。あと、アナログの業務の

デジタル化、それによって、時間とか空間にとらわれないような業務が運営できる。そ

の次に積むのがデジタライゼーション、データを活用して、これは業務プロセスを変え

ていかなくちゃいけないという形ですね。これが働き方改革になると。最後に、いわゆ

る狭義のＤＸになっていくのですが、デジタルトランスフォーメーション、要はデータ

を活用して、院内外のサービスと、あと文化を変革していくという、こういう形になっ

ていきますが、これはやはり飛び級はできなくて積み上げていくものなんだというふう

に思っています。 

  それで、その中で大きな病院、先ほどの都立病院なんかも含めまして、やはりそれな

りに予算もありますし、人材もいるのでいいのですが、問題になってくるのは世の中の

病院の６、７割が中小病院で、そこをどうするかという話になってくると思います。国

の標準化電子カルテも、クラウドネイティブが基本になっておりますが、そこがやはり

中小病院にとってはマストだろうと思います。オンプレミス型、クラウドリフト型、ク

ラウドネイティブ型ということで、それぞれメリットと課題がありますけれど、中小病

院に関しては、クラウド前提で設計して、ＡＰＩ連携が標準であるということと、やは

り自分たちで一個一個その電子カルテメーカーさんにサービスのためのシステムを作っ

てもらうということができないので、やはりほかのサービス、連携しやすいような形と

いうことで、大型病院はオンプレミス型の個別のカスタマイズでいいですけど、中小病

院はクラウドネイティブ型、いわゆるクラウドリフトとは全然違っていて、クラウドリ

フトは、オンプレミス型をクラウドインフラに乗せ替えただけなので、設計思想的に中

小病院のＤＸ化にはなかなか進みにくい課題があるのかなと思っています。 

  イメージとして、どういうことをこの先ほどの階段の中でやっていくのかということ

を図式にした話がそのページ以降にございます。 

  まず、Ｐｈａｓｅ０での基盤整備の中で、これは先ほど申しましたとおり、クラウド

型の電子カルテとクラウド型のレセコンを入れて、これを遠隔で監視できる、遠隔で操

作できるという話も含めて仕組みをつくり、中小病院の中で人材がいないということに

対応できるようにすると。それによって、メンテナンスの負荷が下がってきますし、ク

ラウドだとセキュリティーが怖いんじゃないかという話はありますけど、これはクラウ

ドシステムを前提としたセキュアなネットワークですね。先ほどの補助金とかの対象に

していただいて、それを確保できれば、セキュアで拡張性のある基盤というのは整備で

きると理解しています。 

  そのＰｈａｓｅ１が、ペーパーレス化とアナログ業務のデジタル化で、例を挙げると、

紙だとか固定のＰＣですね。その詰所のＰＣに戻って、固定電話の前に戻らないとカル

テの確認や入力ができないというような、こういう状況だと、その患者さんのベッドサ
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イドで時間を使うところがなかなかできなくなってくるので、そこができるような形に

していくであるとか、また、ドクターに関しても同じような形で、働き方改革に資する

ようにしていく。 

  それから、これがＰｈａｓｅ２になって、デジタライゼーションになっていくと、デ

ータを活用して色々な業務プロセスが変革できます。看護師さんの業務の中身というの

をタイムスタディすると、間接業務が大体６割です。直接業務に使っている時間は４割

で、その中の記録だとか、申し送りだとか、医師への情報提供だとか、測定したものの

データ入力というのは、これは基本的には生成ＡＩ等を使って削減可能で、実際、色々

なことが今は既に行われていますけれど、例えば看護師さんの場合だったら、スマホに

向かって吹き込むと、それが自動的に入るであるとか、医師も同じような形です。 

  あと、小さい病院の場合は、地域と連携しているので、地域の中で色々な情報は紙と

ファクスで来ます。その紙とファクスで来たものを全部ＯＣＲで読んで、生成ＡＩを通

して分類して、これは重要か重要じゃないか、誰々先生宛て、先生に即レスしてくださ

いというのをＴｅａｍｓに送って対応できると、それによってスピード感だとか、業務

効率だとか、負荷が抜本的に変わるという、例えばこういうふうなことをやっていきま

す。 

  それを第３Ｐｈａｓｅになっていくと、デジタルトランスフォーメーションというこ

とで、やっぱりこの情報を、例えば病院の中は看護部、外来、リハ室等々の部門ごとの

サイロというのがあるので、ここを入院前から退院後まで含めた患者さん情報を部門横

断的に把握することによって、よりよい治療とケアを患者さんに提供できるという、例

えばそういうようなことであったり、もしくは、あらゆるところの情報を把握して、リ

アルタイムで経営判断することによって、より適切な経営の見える化、もしくはその活

動のベクトル合わせというのができるような、そういうところまで持っていくと、多分

病院にとってやってよかったということになっていくと思います。 

  こういうことが部分、部分であちこち行われていて、今、本当にこの１年間で急速に

病院のＤＸ化というのは進んではいるんですけれど、やはりそれが先ほど申し上げた電

子カルテ化の上に積んでいく、ステップごとに積んでいって、最終層のところまで、ど

こまでができていて、どこができていないかとか、どれをやるといいのかということが、

より共有されて、みんなが理解し、患者さんもこの病院はここまでいっているんだとい

うことを理解することによって、患者さんがその病院を選ぶというところまでいくと、

かなり電子カルテを入れたということに意味があるんじゃないかと思います。という感

じで、最後にちょっと図式、絵としてステップアップの例を出しております。 

  以上です。ということで、申し上げたかったのは、電子カルテ化というのは第１ステ

ップでしかないので、その積み上げができやすいようにクラウド化をすること、また、

そこの広い意味でのセキュリティーを確保することと、あとＡＰＩ連携とかを使いなが

ら、自由にいろんなものを使ってステップアップできるように都のほうで支援していた



 

 15 

だけるとありがたいと思っております。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  次は私の番ですけれども、まず１点目は、来年度の取組で、電子カルテ導入に関して

リースも認めるということで、それは大変いいことだと思います。特にこういう移行期

に関しては、なかなか初期投資、リスクがありますので、リースということがいいと思

います。それで、それに関連してですけれども、補助金がつくと、それに合わせた形の

開発みたいなことも行われて、医療機関はデジタルが得意なところばかりじゃないので、

都がやるべきなのか業界団体がやるべきなのか分かりませんけれども、推奨できるよう

な業者、そういうものが医療機関にもちゃんと伝わるように、分かるように、伴走型で

そういうことを伝えることも可能だとは思いますが、何らかの形で医療機関が業者を選

びやすいような、適切な業者を選べるような、そういう取組もしていただけるといいと

思います。 

  それから２点目は、大石委員も指摘されていましたけれども、医療ＤＸが進むことで、

患者の期待が高まっていますけど、やはり乖離があると思います。電子カルテを入れた

だけでは別に待ち時間は恐らく減らないでしょうし、待ち時間を減らすためには予約ア

プリとか、あるいは先ほどのクレジットカードで後払いにするシステムとか、そういう

取組を一方で進めないといけないですし、逆に電子カルテは確かに導入されれば間違い

なく医療の質は上がると思います。診察室レベルで言えば、必要なデータがすぐに、電

子カルテの性能にもよりますけど、昔の情報もすぐに引き出せるということが同じ機関

内ではできますし、情報共有が進めばよそのところも見られますし、さらにもっと長期

的に言うと、異なる医療機関での治療法の比較とか研究利用もできて、将来的に医療の

質が向上するということは間違いないので、そういうところを何が入るとどういうこと

が進むのかということも分けて都民に情報提供をする。それから、短期、中期、長期で

できることというのをちゃんと説明して、電子化が進んでいるのに何もサービスが向上

していないというようなことがないように、都民に対しても情報提供をすることが大事

だと思います。もちろん都民のほうも正しく理解するということは重要ですけれども、

まずは都のほうで分けて情報提供をするということをお願いしたいと思います。 

  以上が私の意見です。 

  それでは、髙尾委員、お願いいたします。 

○髙尾委員 お願いします。 

  私のほうから三つあります。電子カルテを入れた後の医療ＤＸの進め方です。 

  ①として、患者さん中心に医療情報を動かすのが一つの策だと思います。東京都は、

住んでいる人が関東にばらまけているので、住んでいるところと勤めているところの病

院のデータが汎用できないと思います。例えばですけど、スマートフォンに患者さんの

カルテデータを入れてあげることにより、東京に住んでいる人が北海道で倒れても携帯

を見せるだけで済むと思います。ＰＨＲというより、電子カルテとなれば、ＰＭＨＲを
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進めるべきだと思います。 

  ②としては、電子カルテのクラウド化です。国もクラウド化を進めていますが、恐ら

く中小病院は早くクラウド化ができますが、残念ながら大学病院ではまだまだ進んでい

ません。なので、ハイブリッドで最近３年分をオンプレミス型に乗せて、ハードをバッ

クアップとしてクラウドに入れるなどして、少しずつ進めていかないと、中小の病院が

クラウド化しても、大学病院がクラウド化していないとつながらないと思います。 

  ③としては、医療ＤＸの補助の件です。例えば、先ほども出ていたように、予約シス

テムや後払いシステムは、どうしても病院の持ち出しになってしまいます。なので、東

京都でもいいですが、導入補助金と保守の補助金まで考え、だんだんそれが定着するま

では面倒を見てあげたほうがいいと思います。 

  以上、３つです。ありがとうございました。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして、畑中委員、お願いいたします。 

○畑中委員 ありがとうございます。畑中です。 

  今日、お話を伺いながら、ＤＸまでのステップは飛び級できないというお話は、行政

の分野でも全く同じなので共感をしていたところですが、今、この東京都は何でこの医

療ＤＸ、いろいろな補助を進めるのか、あるいはその正義は何なのかという、ある種、

医療の質の向上が、なぜ行政がお金を出す必要があるのかというところを考えながら、

先ほどの後払いの会計の話や、補助のお話もありましたけれども、当然、都民の健康で

あるとか生命を守るという観点でも、適切な医療につなげるということであるとか、自

分の自己管理の能力を高めていくといったところが、その行政の支援をもって、その方

のＱＯＬを上げていくということにつながるのであればということがまず一つあると思

います。もう一つは、やはり究極の行政の役割である生命を守るという観点で災害とか、

私が医療ＤＸを志したのは、３．１１で２万人の方が亡くなって、たくさんの病院のカ

ルテが流されてしまって、その人の患者記録が全然分からなくなってしまったという、

こういったところがありまして、首都直下地震も想定され得る中で、医療機関の中だけ

にそのデータが閉じ籠もっているということは、本当にその医療の継続性というものを

担保できるのだろうか、そういう観点で、データポータビリティを行政が何としてでも

高めるということに投資をしなきゃいけない一つの重要なことではないかと。そういう

意味では、先ほど、髙尾先生がＰＭＨＲ、今までパーソナルヘルスレコードでしたけど、

ここはパーソナルメディカルヘルスレコードですか、ＰＭＨＲ、メディカルも含めてそ

の個人に持っていただく、あるいは国や行政のほうでバックアップを取るということで、

そういった医療の継続性、あるいはその命の維持というところに資するという整備が必

要なのかなと。それが幾らまで使っていいのかというのも、また一つその検証の中で、

幾らでも使えというお話もあるかもしれないですが、どこまでこれを行政としてお支え

できるのかということも一つ考え方として、今後、ＤＸに対する投資というのをどのよ
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うに評価していくのかという指標みたいなものも何らかの形で考えていければなと思っ

て今日は伺っていました。 

  ありがとうございます。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、林委員、お願いいたします。 

○林委員 ありがとうございます。 

  いろいろな取組を聞かせていただいて、２点、思うところがございました。 

  一つは、サイバーセキュリティーのことですが、確かにＤＸもそうですし、こういう

電子カルテを入れていけばいくほどこういったリスクも、数が増えるわけですから増え

てくるんだろうなと思っています。それで、ご承知のとおりに、私どもの関連する病院

の一つが、今回、そういったサイバーテロみたいなものに遭いました。ですので、議事

録に残しませんよということであれば、お話ししますけれども、ここで想定されている

のと多分違うんですよね、実際には。ですので、電子カルテを守ろうといっても、電子

カルテに直接アタックが来るわけではありません。ですから、セキュリティーはどこか

らどこまでなのかというのが一つ大きいのと、あと、大石委員の図にもありましたが、

やはり電子カルテを中心にいろんな部門システムがありますので、セキュリティーを考

えるときにどうしても、最近の大阪から始まって、外から入ってくるルートがどれだけ

あって、それに対してどこまでケアするのかというところまで含めてのセキュリティー

なものですから、今回、支援事業としてオフラインバックアップ、これは多分、今度の

令和８年の診療報酬改定のときに直接結びつくから、こういった項目も挙げていただい

たと思います。被害に遭ったりしたときは、どこからどういうふうに遭うのかというと

ころが本当に大きいので、例えばここで講師と書いてありますが、これは、ある意味で

は技術者の人の話になるので、病院からすると、はあ、みたいな話になっちゃうんです

よ。病院は、じゃあ、何をすればいいのという話の観点からの話題でないと、なかなか

現実感がないということにもなりかねませんので、また取り組んでいくのは本当にあり

がたいと思いますので、ぜひいろんな角度からの取組でお願いできればと思いました。 

  それと、あともう一つは、最後近くに見せていただいた、新たな医療情報連携基盤の

構築についてですが、これは非常に驚いて、もし本当にこういうことができれば非常に

ありがたいし、便利だろうと思うんですが、国のプラットフォームと連携するというこ

とになると、これは実際にはオンライン資格確認のシステムと連携するということにな

りますし、今度、左の下のほうの医療機関を含めてこういった基盤を作りたいというこ

とになると、病院からまた別のところにデータを送ることになるのかどうなるのか、ど

ういう発想でこれを進めていかれるのかというので、どのくらいの予算規模で考えるの

かなということも含めて、現実的にこれを落とし込むとなると、非常に魅力的だけれど

も、その分大変だろうと思って聞かせていただきました。また、具体的なものがここの

ところ出てきましたら、ぜひ教えていただきたいなと思っています。 
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  以上になります。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  先ほどのお話ですが、ハッカーの目的は、個人情報の取得というよりは、むしろ業務

妨害という感じですか。 

○林委員 そうですね。今回、厚労省からの派遣のものも含めていろいろ話していても、

決して病院をターゲットにしているわけではなくて、弱いところならどこでもいいとい

うことでやっているので、ちょっとやっていることと病院のことがずれていることはあ

るんですが、ただ、本当に大変なことになるなというのは身をもって感じました。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、関係団体の委員からご意見をお願いしたいと思います。 

  ＷＥＢ参加の土谷明男委員からお願いいたします。 

○土谷副会長 東京都医師会の土谷です。 

大きな話として、少し流れが変わってきたかなと思いました。というのは、病院の電

子カルテ導入だけじゃなくて、その後の話ですね、そちらのほうがメインになってきた

かなと思います。では、何が今後のメインかというと、今まで電子カルテを入れて、電

子カルテをつなぎましょうというのがメインストリームだったのですが、先ほどのデー

タでもありました、あんまり閲覧は進んでいなかったというのは、閲覧があったという

事実は、大石委員がおっしゃいますように、非常に進んできたというふうに捉えること

はできると思いますが、実際上はそんなに閲覧は少なかったというふうにも見えると思

います。それよりも、これも大石委員がおっしゃっていたとおりですけど、閲覧をする

よりも、病院同士がくっついてというよりも、それよりもやっぱりＤＸを進めていくこ

とに注力していくように潮目が変わってきているのではないかと思います。というのは

何かと具体的にもう少し言うと、生成ＡＩを使うとか、サマリー作成とか、ＷＥＢ問診

とか、診察時の音声入力とか、音声化するとか、テキスト化するとか、そういうのだけ

じゃなくて、さらに例えばセキュリティーの問題で言えば、今、ＩＤやパスワードで入

っていますけど、二要素認証をしていくとか、その自分のデバイスで。今どき携帯で二

要素認証をするのが当たり前になって、病院はまだＩＤ、パスワードでやっています。

例えばそういうのを導入するにもお金がかかるし、例えば私たちは患者さん相手だけじ

ゃなくて、業者さんとも折衝しています。デジタル署名をするとか、そういったところ

にもお金がかかります。あるいは情報連携ツール、例えばＳｌａｃｋを使うとか、マイ

クロソフトを使うとか、あるいはＧｏｏｇｌｅを使うとか、その情報連携ソフト、ツー

ルとか、そういうのにもお金を利用するには、無料版もありますけど、やっぱり有料版

を使わなきゃいけない。それも導入だけじゃなくて、しかも、割と補助金は導入に使わ

れています。導入だけじゃなく運用のほうにむしろお金がかかっている。そういったも

のを支援してほしい。患者さんの業務だけじゃなくて、もっと幅の広い、あとはＰＯＳ

レジとか、そういう会計システムの導入とか、そういうのにもお金がかかって、導入だ
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けじゃなくて、強調したいのは利用料の支援もやってほしい。これ、何につながるかと

いうと、ＤＸをして、今、医療機関は人材も足りなくなってきています。特に事務系は

どんどん外に、もっと給料の高いところがあるのではないかといって、移っていく人た

ちもあると聞きますので、人材不足対策になる。ひいては、医療機関の医療機能、医療

体制の維持につながると思いますので、この辺りは畑中委員のその正義の話の答えの一

つにもなるのかもしれないなと思っています。これが一つ目の話です。 

  それから、大きな流れのもう一個として、これは髙尾委員もおっしゃっていましたけ

ど、私も医療情報、病院同士をつなぐというのはシステムが複雑過ぎて、結構大変じゃ

ないかと思っています。東京総合医療ネットワークを進めていますけれども、それより

もＰＨＲ、ＰＭＨＲ、個人の情報をそれぞれつないでいくほうが、今後の世界の潮流、

今どきの潮流じゃないかなと思います。データそのものが今どこにあるかと考えると、

別に病院とか診療所にあるわけではありません。血液検査とか画像のデータというのは

検査会社が持っていたりするわけです。そうやって個人を中心にデータを集めていって、

それを病院が見せてもらう、もしかしたらマイナンバーカードとかそういったものが鍵

になったり、キーとして使うとか、そういうＰＭＨＲを中心に東京都さんから提示があ

りましたけど、病院同士をつなぐというよりは、個人ずつでデータをつないでいくとい

うほうが、もしかしたら早いかなと思っています。 

  そのとき懸念されるのが、かつて紙カルテだった時代に、カルテは病院のものなのか、

患者のものなのかという論争がありましたけど、データは誰のものか、病院ですか、検

査会社ですか、個人ですか、そういった話もあるのかもしれませんけど、そういったと

ころの整理はする必要があるかもしれませんけど、すみません、話が長くなりまして、

病院同士でつなぐというよりも個人を中心につないでいくというほうが、これからの時

代になるのではないかと思いました。 

  話としてはその２点です。１個目が、生成ＡＩの利用だけじゃなくて、ほかの電子サ

ービスの活用にも補助を厚くしてほしいということ。２点目が、病院同士をつなぐので

はなくて、個人をつなぐというほうに思想を変えていくということがよろしいのではな

いかと思います。 

  私からは以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、土屋淳郎委員、お願いいたします。 

○土屋委員 土屋です。よろしくお願いします。 

  私のほうからも大きく２つ意見があります。１つは、アンケートの結果で色々なニー

ズがあることが分かって、全部のニーズに応えるのは難しいと思うのですが、できると

ころからやっていけばいいと思います。私も、医療のデータに関しては先ほど大石先生

のスライドにもあったように、３段階ぐらいあって一足飛びにはいかないと思っていま

した。医療のデータはまず事業所にためる、それが電子カルテ導入のＰｈａｓｅで、そ
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れからつなげたデータを活用するという、段階があると思っています。一足飛びにはい

かないので、事業所によってはまだ電子カルテ導入のＰｈａｓｅだったり、つなげるＰ

ｈａｓｅだったり、色々なところがあるので、それぞれの事業所のＰｈａｓｅに合わせ

た対応というのが必要だろうと思っていました。そういった中で、ロールモデルの提示、

ＤＸの将来像の提示をしていくということはすごく分かりやすいと思うので、都として

も１段階ずつ各事業所のＰｈａｓｅを上げていけるような取組を進めていっていただけ

るといいと思いますし、将来、こんなことができるのだろうという、イメージができた

らそれぞれの事業所もＤＸを進めていくモチベーションになるのでいいなと感じました。 

  あとは、新たな医療情報連携基盤というところは、非常に興味深いと思いました。既

にセキュリティーの話は少し出ていましたが、私もＤＸを進めるためにはセキュリティ

ー対策というのはどうしても必要だと思っています。ただ、どれだけ対策をしても攻撃

を受けてしまう可能性があり、医療機関が攻撃を受けて被害があった時でも、その医療

機関が悪いと言われることに、すごく違和感があります。どんなに対策していても被害

を受けてしまうことは、致し方ない部分があるわけで、本来はデータを盗む方が悪いの

に、医療機関が責められることはＤＸ推進の妨げにもなると常々思っていますので、セ

キュリティーに対する価値観が変わっていくと良いと思っています。こうした背景があ

る中で、先ほど話のあった新たな医療情報連携基盤というものがセキュリティーのプラ

ットフォームとして構築され、その新たな医療情報連携基盤に参加さえしていればセキ

ュリティーは担保され、それでも医療情報が漏れてしまった場合は、それは盗みに来た

側に責任があるというように、価値観を変えていけるといいと思いました。 

  また、新たな医療情報連携基盤が今後どうなるかは分かりませんが、東京総合医療ネ

ットワークと全国医療情報プラットフォームの連携が、色々な状況もあって難しいとい

う課題がある中で、新たな医療情報連携基盤がそれを解決する可能性があるのだとした

らすごく面白いと思います。具体的にどうするかは、次年度以降考えていくことになる

と思いますが、東京総合医療ネットワークとの関係性、つまりそれぞれを別々に運営し

ていくのか、あるいは現存のものをバージョンアップもしくは発展的解消といった形に

するのか、そういったこともうまくいって、セキュアなプラットフォームの中での新た

な医療情報連携基盤というのができてくるといいなと感じました。 

  私からは以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、小平委員、お願いいたします。 

○小平委員 東京都病院協会の小平といいます。よろしくお願いいたします。 

  私は、アンケート調査から２つのことをお話ししたいと思います。まず１つは、待ち

時間に対する不満ということなんですけれども、これはアンケート調査ですごく皆さん

不満があるということ、満足度が低いという結果でした。これは、医療提供側からする

と、かなりギャップがありまして、私たちの日本の医療提供はアクセシビリティが世界
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一すばらしいと言っているんですけど、このアクセシビリティに関しては、患者さん側

から、待ち時間が１時間とか何分か分かりませんけども、非常に評価されていないとい

うことで、かなり認識にギャップがあるのではないかなと。世界を見てみますと、何日

も医療にかかれないというようなことはありますので、こういう意味からすると、この

認識のギャップというのはかなりのものかなと思います。ですから、このギャップを埋

めるようなことを今は考えていかなきゃいけないかなと思いますが、このＤＸを導入し

たことによって待ち時間が短縮されてすごくいいよ、みたいな形の導入というのは、非

常にそういう認識のギャップがある中では少し危ういなというような気持ちがします。

ですから、ちょっと様々な工夫はして短くはなるかもしれませんけれども、業務内容と

して、やっぱり待ち時間とか不安定なところは絶対出てきますので、これは考えに入れ

て作っていかなきゃいけないかなと思っています。 

  もう一点は、アンケート調査上でパーソナルヘルスレコードに関する関心や評価が低

いです。しかし、先ほどからお話が出ていますけれども、情報共有についての患者さん

の希望を見ると、むしろパーソナルヘルスレコードみたいなもののほうが適していると

見えますので、こういう意味からすると、パーソナルヘルスレコードの導入へのしっか

りとしたアプローチを考えたほうがいいと感じました。 

  また、病院間の情報連携というのは難しいというお話がありましたけれども、一方で、

救急の現場における病院間の画像の共有については、東京総合医療ネットワーでは最近

導入しましたけども、強く求められているところがあるので、もう少し細かく見て、ど

こに力点を置くかというのを検討するという姿勢も必要かなと感じました。 

  以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  それでは、木村委員、お願いいたします。 

○木村委員 私も東京都病院協会から参りました木村です。よろしくお願いいたします。 

  私からは２つほどあります。まず、啓発動画に関して、どういったシーンとかストー

リーとか構成等がいいかというご意見をということでしたので、私のほうから現場から

の意見を言わせていただきたいんですけれども、今、こちらに提示してあるのは、どっ

ちかというと自分自身が患者であるということを想定したような内容になっているかな

と思いますが、中小病院ですと、割と患者さんは高齢者がかなり多くて、患者さんのご

家族がその患者さんのことを対応しているということが多いかと思いますので、そうい

った患者さんのご家族を対象にしたような、そういった視点でのシーンですとかストー

リー、そういったものが結構刺さるのではないかと感じました。 

  あとは、情報共有のところです。スライドの９番のところです。新たな医療情報連携

基盤の構築について、画像の共有ということですけれど、医療機関同士が画像そのもの

を共有するのは非常に有用だと思いますが、果たしてその患者さん自身も画像を詳しく

見る必要があるのかというところで、恐らく先ほどおっしゃったように、画像を実際に
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撮影しているという、そのデータというか情報は必要だと思います。ほかの医療機関で。

そこが共有できていればいいのか、それとも具体的にやはり画像を共有したいのか、そ

こら辺、この画像データというのは非常に重たいデータになると思うので、そこら辺を

もう少し突き詰めてもいいのかなと思いました。 

  あとは、ちょっと今回の電子カルテの話とはずれちゃうのが１個ありますが、患者さ

んの情報共有以外に、今、東京都病院協会の理事の中で、北多摩南部医療圏の先生は、

病院同士の縦の連携に関しての空床情報を共有するネットワークをワーキンググループ

としてやっていらっしゃって、その辺に関しても、東京都のほうから補助金等で検討し

ていただきたいというようなお話をいただいております。ということで、今回のちょっ

と患者さんのこと以外になってしまいますが、そういった病院同士の病床を効率よく使

うためのネットワークということです。そういったものも今後、検討いただけるといい

かなということです。ありがとうございます。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、平川委員、お願いいたします。 

○平川委員 東京精神科病院協会の会長の平川と申します。 

  私のほうから、精神科は非常にアナログなところで、皆さんの言うデジタルデータと

か画像というのは、あんまり日常診療では使わないですね。それから、ほかの医療機関

で話をもう決めて診断がついても、それが本当かどうか分からないので、やっぱり一か

らお話を伺いますので、そこは誤診といいますか、その見方というところで、このデー

タ共有をして一人のドクターが間違えるとずっと間違えてしまう可能性もあるので、多

少なりとも不具合があったほうが医療のほうは安全かなと私は基本的には思っています。

ですから、そこはやるべきことを、先ほどお話もありましたけど、やったほうがいいも

のとそうでないものの整理をきちんとして、全部をこのデジタル化するというのは、医

療ＤＸに乗せるというのは、ちょっと私は疑問に思っています。 

  そもそも、例えば、我々精神科は、いっぱい自立支援医療という診断書を書いたり、

医療保護入院の診断書を書いたりとか、様々な書類がありますが、市区町村ごとに全部

ばらばらです。そういう書類のまず紙ベースの統一がされていないのにこのＤＸをやろ

うというのは、もう基本的に考え方が間違っていると思うので、まず全部の、同じ書類

については日本で統一していただきたいというふうに一つ思います。 

  それから、これも精神科の立場で申し訳ないですが、例えば発達障害、最近問題にな

っていますけども、子供の頃からどういう発達をして、学校でどんな成績をして、どん

な子だったか、そして、それが小学校から中学校、高校ということで、この学校が変わ

るごとに全部教育データは捨てられていきます。一本化していないからです。それでい

て、ワクチンを接種した云々の、いわゆる先ほどパーソナルヘルスレコードについては

残りますけども、その人のデータというのは消えてしまって、母子手帳は今度なるかも

しれないけども、学校の成績表とかそういうのは全く持ってこられない。お母さんも発
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達障害があって、うまく整頓ができなくて、全部なくなっているような方もいらっしゃ

いますので、その人の歴史というのをきちんとやっぱり個別に管理して、それを見せて

いただけるような仕組みがあると、我々としては非常に助かります。ですから、そこは

もう医療に限定しない、その人の生活史みたいなデータベースを個々に持っていただい

て、本人がオーケーしていただければ見られるという仕組みをぜひ考えていただきたい

というふうに思います。 

  それから、先ほどちょっとお話ししていたのですが、このデータの共有について、本

人の同意がないと絶対見られないとなると、我々の使っている抗精神病薬とか安定剤等

については、悪いことをしていると言うとあれですけど、重複している人こそ見せない

んです。許可しない。そういうようなことで、本当に危険な薬ですから、そこの枠をし

っかり入れなきゃいけないのに、それができない仕組みになっているので、ある意味で

骨抜きのシステムだというふうに思って、これもあまり我々がこのＤＸ、協力するのは

結構病院側は大変ですよ。メリットが正直あまりない。先ほどの音声データ入力とか、

私、字が汚いのでワープロ的に使うとか、いろいろそのメリット感はもちろんあります

けども、このデジタルデータでデータを共有したところで、それをどこまで利用してい

ただけるのか、その協力が物すごく大変なので、そこは何かあまり私としては乗り気は

していないんですが、やっぱり国が医療費を削減するために何かうまく利用しようとい

うような裏の意図があるんじゃないかと私は勘ぐってしまうぐらいなので、本当に必要

なものとそうでないものを分けて、現場で必要なものをきちんと整理して、それを支援

していただくというのが必要かなと思います。 

  最後に、サイバーセキュリティーの問題で、サイバーセキュリティーの講義を受ける

と、絶対安全なことはないと言われます。必ず起きると。必ず起きるものであれば、今

まで私たちはもう完全オンプレミス型で、絶対にＵＳＢを差しちゃいけないぞとか、も

う差したら罰金を取ったり何かして、とにかく外とつながるなというふうに今までやっ

てきた、それで守ってきたんですけど、これを今後つながったときに、もし攻撃された

場合に、誰が責任を取ってくれるのかと、国が進めてみんなでクラウドにしようとして

いてつながることで攻撃されたら、これは我々の責任じゃないので、そこは保障なり、

オンプレミス型からクラウドに移ったときにどれだけ我々が怖い思いをするかとかがあ

るので、これだけの保障をするからクラウドにしてくれと言うのであれば考えたいぐら

いの気持ちでいますので、そこはよく考えてほしいと思います。 

  先ほどの説明以上に、もっと本当に細かい話がいっぱいあるので、表面的にだけだと

こういう説明になってしまうのだと思いますが、もっと精緻に整理をしていかないと、

このＰｈａｓｅ１ぐらいまでは我々、現場ではすごく役に立つと思うんですけど、その

後、データ活用をして云々とか、それをまた云々と、上のほうは正直あまり魅力は僕は

ないので、それこそ経営者の判断だと思いますから、こういうものを使って経営する人

もいれば、やっぱり職員の顔を見ながら経営する人間もいますので、そこについてやは
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りどこまで進めるかは個々の色々な、我々病院経営者の判断ということでご理解いただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  長井委員は欠席ですので、続きまして、根本委員、お願いいたします。 

○根本委員 東京都薬剤師会の根本です。 

  まず、今日、病院のシステム共有のところ、電子カルテのところがメインだと思うの

ですが、私ども薬局のところで言うと、今、診療所の電子カルテと共有するところも幾

つか出てきておりまして、私自身もターミナルの患者さんで在宅をやっている医療機関

の先生のカルテを共有できるようになっています。やることでメリットはすごく感じて

います。やはりターミナルなので、リアルタイムでどういう状況なのか非常に必要にな

ってきていますので、自分たちが薬を持っていって状況を確認して服薬指導をするとき

の非常に大きな情報になりますので、先生方に聞かなきゃいけないと思っていてもなか

なか先生方とのタイミングであったりということもあるので、やはりそれがリアルタイ

ムに見えるというのはすごくメリットかなと思っております。 

  一方で、ちょっとＤＸが進んできて、課題が出てきているなというのがあるのが、ま

ず一つは、何人かの委員の先生方からもありましたように、今、私どもで言えば、マイ

ナ保険証の資格確認を導入してそんなにたっていないです。１年、２年ぐらいですが、

もう既に保守が切れるという話が来ていて、入れたばっかりで保守が切れて、それを保

守が切れたときには導入をもう一回買い直してくださいという話になってきているとい

うことなので、またそこで導入の費用が出てきてしまうところが、今後、これはずっと

続くと思ってはいるので、じゃあ、それはどうするのというところは多分経営側で言え

ば非常に重要な話なのかなと思っています。 

  もう一つは、今、平川委員からもありましたように、医療を提供する側で言えば、や

っぱり医療ＤＸ自体は患者さんのメリットにもちろんなるところもあると思うのですが、

私ども提供する側のメリットにもならなくてはいけないと思うので、そういうことを考

えると、今お話があったように、抗精神薬を多重受診して、様々なところから処方して

いる患者さんがいらっしゃる。確かに多くの患者さんではないのかもしれない。だけど

も、それはもう未然に防げる話のところを未然に防げないというもどかしさというのが

私どももあって、何のための医療ＤＸなんだと、多分会員、私どもの薬局の薬剤師はみ

んな思っている。そこは解決していかなきゃいけないと思いますので、今後の課題とし

て、そこら辺は対応していきたいなと思っております。 

  以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、ＷＥＢ参加の柳橋委員、お願いいたします。 

○柳橋委員 東京都看護協会の柳橋です。よろしくお願いいたします。いろいろなご説明
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をありがとうございました。 

  私は、医療ＤＸ東京なび（仮称）と、それから医療ＤＸ普及啓発動画を作成されると

いうご説明があったので、そこのことで少し意見を言わせていただきたいと思いました。 

  医療ＤＸ東京なび（仮称）は、都民向けに医療機関における医療ＤＸの取組状況など

を地図上に落として検索可能にされるというお話だったのですが、これはしっかりやっ

たらよいと思いました。 

  動画の作成のほうですが、高齢者編は主に６０歳以上ということになっていますが、

仕事を辞めて、住居のそばに、新しいクリニックなどかかりつけ医を持とうとするよう

な年代層の方たちは、近隣地域の医療機関の情報が改めて欲しいと思います。また、市

区町村から新しい予防接種とか検診のこととか、紙ベースの情報が郵送されますので、

市区町村と連携して、その中に参考になるようなものと、それを合わせた情報発信がで

きればいいと思いました。新しく医療機関を探すときに、どんな情報があったらいいか

というのを整理していただいて、受診するためのストーリーなどを作ってはどうかと思

います。ＤＸ化により都民が診療所を選ぶという選択肢の重要な項目になると、ネット

ワークを進めるとか電子カルテを入れるとかということが、さらに進むと思いました。

選ばれる診療所になるための最後の一押しになるのではと思います。予算も拡充されて

いるようなので、高齢者も使えるような検索マップがあるといいと思います。 

  以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、ＷＥＢ参加の小林俊夫委員、お願いいたします。 

○小林委員 保健医療福祉情報システム工業会の小林でございます。 

  東京都の電子カルテ導入率推移の見込みは、大変すばらしい結果だと理解しておりま

す。一方、国も昨年の１２月に可決されました、医療法等の一部改正においても、２０

３０年までに電子カルテの普及率が約１００％となることを達成するよう、情報の電子

化を実現しなければならないという数値目標を掲げている条文が記載されておりまして、

これはさらに追い風になるかと思います。ベンダーの工業会を代表しまして、引き続き

医療ＤＸの普及並びに電子カルテの普及に貢献できればというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  それでは、山口委員、お願いいたします。 

○山口委員 ＣＯＭＬの山口でございます。 

  私、実は今も現役患者でして、複数の病院に定期的にかかっています。やはりアプリ

がとても進んできていますし、病院探検隊という活動をしていまして、医療機関から見

に来てくれという依頼を受けて、見学や受診をして、改善のための提言、提案というこ

とで、都立病院も今年度、３、４か所伺っています。少し今年度は探検隊の実施数が多

かったのですが、行ってみますとやはり様々なアプリが出てきています。例えば、私が
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とても便利だと思うのは、自分の受診がこの後３番目とか、そういうのが具体的に分か

るようになっていて、次の順番になれば待合に行こうかなというようなことで非常に時

間を有効に使えたり、もちろん検査結果や処方された薬が表示されるのは当然ですけれ

ども、ＣＴはデータが重いですので、とても入れられないですけれども、婦人科でエコ

ーなんかですと、静止画像で保存されますので、それもアプリで見られるようになって

います。先ほど、実際に画像まで患者が見たいのかという話がありましたが、非常に個

人的な違いがあると思います。そういったことまで把握していたいという人もいれば、

データをもらえるといっても、そんなの見ても分からないから要りませんという人まで、

ニーズは様々だと思っていますので、データの重さからすると実現可能性というような

ことは考えていかないといけないかなと思っております。 

  ただ、さっきの後払い会計について、私が行っている医療機関は、後払い会計とそう

ではないところがあり、やはり後払い会計がとても便利で、終わってすぐ帰ることがで

きます。ただ、何が困るかというと、数日後に引き落とされますので、リアルタイムで

領収書が手に入らない。それで、ある医療機関は、次、行ったときに領収書の発行機が

あって、そこに診察券を通すとまだ印刷してもらっていない領収書が手に入るというと

ころもあれば、この間、探検隊に行ったところは、患者さんには不評でした。理由は、

自宅かコンビニで領収書をコピーしないといけない。そうなると、印刷できない環境の

人はお金がかかるということで不評だという話がありました。なので、東京都として、

例えばアプリを導入している医療機関があると思いますが、やはりこれから新たに導入

しようというところが失敗しないようにいい例を集めていただいて、それを医療機関に

も紹介していただくと、相乗効果でよくなっていくのではないかということと、それを

広報誌や一般の方が見ることができるようなところでも紹介すると、こういうのがある

医療機関がいいという要望が出てくると、医療機関としても前向きに取り組むようにな

るのかなと思いました。 

  それから、もう一つ、今、母子手帳がアプリ化してきているという話を聞いていまし

て、私は一人一人の患者、住民が、自分の情報は自分で自己管理をして、必要なときに

医療機関に情報提供するというようになっていかないと、この医療ＤＸに意味はないと

思っています。そうすると、できればこれだけ東京都が前向きにやっていらっしゃるの

で、母子手帳がアプリ化しているとすれば、例えば中学校に上がったときに、お母さん

の情報は抜いて、今まで生まれてから自分の情報は自分で自己管理するというようなと

ころを教育していただくと、今の子供さんは物心ついたところからもうモバイルを触っ

ていますので、子供のほうが取り扱いが上手だと思います。それをしっかり自己管理し

て、必要なときに情報提供をする、新たな情報を入れるというようなことを今の子供さ

んから当たり前にしていくことが大切だと考えています。今、置いてけぼりになってい

る患者さんが多いので、それでは意味がないと思いますので、ぜひ医療機関への働きか

けだけではなく、都民の方への働きかけということもぜひ考えていただきたいと思いま
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した。 

  以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  それでは、ＷＥＢ参加の桃原委員、お願いいたします。 

○桃原委員 桃原でございます。私のほうから、２点ばかりご意見というか、感想になっ

てしまって恐縮ですが、申し上げたいと思います。 

  一つは、この新たな医療情報提供基盤の整備というところを拝見しまして、東京都の

ほうで意欲的な取組を考えられているということについては、率直に感心をしたという

ところももちろんあるのですが、これを見て、ほかの施策なんかも恐らくそうなのかな

と思いますが、今、国のほうで、ここの医療情報提供基盤のところにもありますけども、

まさしくマイナンバーを、マイナポータルを中心としたプラットフォームをかなり急速

な勢いで構築しようとしていて、例えばその支払基金、今回改組されますけれども、そ

うしたこともそのあるあるの一つかなと思っています。申し上げたいというか、次回以

降のお願いなのか、やはりこの国を推し進めている医療ＤＸの全体像と、この東京都が

施策として推し進める医療ＤＸ、これの役割分担というか位置づけの整理みたいなもの

を少ししていただくとより分かりやすくなるというか、もちろん国のやっていることを

下請しているだけが自治体の役割ではないと思いますので、例えば国をリードする取組

とか、そういったものをやるということも一つ大きな意義だと思いますけれども、その

辺の国の行っていることをどう評価をして、東京都がこの取組を進める、その意義みた

いなものをより明確にそれぞれの施策について示していただけると、より分かりやすく

なると思いますので、一つ一つの取組も全て必要なことだと思いますし、どれも進める

べきことだと思いますが、その辺を考えていただけるとよいと思いました。 

  もう一つ、都民向けのＰＲのほうですが、これも都民一人一人が、ＤＸについて理解

を深めるということは非常に重要なことだと思うのですが、国のほうでもやはり、今の

話と通じますが、今、マイナポータルのことを大分ＰＲして、そこを中心とした、十分

かどうかは置いておくとして、国のほうでもいろいろ国民に対する働きかけをしている

中で、今回、都民向けのＤＸをＰＲする、ＤＸの理解を進めること自体の重要性はもち

ろんあると思うんですけれども、東京都がこれを行うことの意味を捉えた上で、今、都

民に対してこのＤＸをこういう形で訴えるのがいいというのを何か、これからコンテン

ツを考えられると思うんですけども、そういった東京都がこれを行う意味みたいなもの

を、これを進める中で、次回以降の会議なのか、施策の中でなのか分かりませんけども、

お示ししていただけるとよいのではないかというふうに、ちょっと感想のようになって

申し訳ありませんけど、感じましたので申し上げました。 

  以上でございます。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、菅牟田委員、お願いいたします。 
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○菅牟田委員 健康保険組合連合会の菅牟田です。保険者代表ということで参加させてい

ただいています。 

  冒頭、令和９年度までに９２％ぐらいまで進むというのを聞いて、いや、すごいこと

だなと思いましたけども、冒頭、ご説明がありましたとおり、病院会や医師会や精神病

院会の先生方が個別に回られてこの数値ということは、国がどのような方法でやってい

くかなというのは正直すごく、不安です。先ほどもありましたけど、指標は掲げている

んですが、実体がやっぱり伴っていないのではないかと思います。それぞれの地域に根

差してとか、診療側に寄り添ってとか、患者さんに寄り添ってとかというふうにはおっ

しゃるんですけど、なかなかこれを進めるというのは大変だと感じました。今回、東京

で進められている事例をもっと、我々も厚労省サイドにも訴え、進めることの難しさの

実態を説明すべきかなと正直思いました。 

  そういう中で、先ほど大石委員のお話にありましたけども、リテラシーが、それは別

にこの病院というか診療側の先生方もそうですし、それから患者側も持っているものが

まちまちなので、やはり何のために医療ＤＸをするのかを説明しなければならないと思

いました。本来的には国がやるべきことだと思いますが、国がそこまで踏み込まないの

で東京都さんがやっているのだと思うんですけども、なぜこれが必要なのかと、そうい

うことについては、先ほど畑中委員が非常にいいご指摘をされましたけども、災害時の

データポータビリティのようなものをきちんと確保するという、いわゆるそういう災害

対応にも適したような形で持つというようなことも、なかなか患者側も分からないし、

診療側も分からないということはあると思うので、そういう双方にメリットがあるとい

うことをもう少ししっかりと訴求すべきだと思います。また先ほどマイナ保険証の話も

ありましたけど、これが基本だと思います。ですから、それがなかなか進まないので、

結局、不安感ばかりが積もって、マイナ保険証を持っていたら危ないとか、データが抜

き取られるとか、セキュリティーが危ないとか、事実とは全然違うのですが、そういう

話に持っていかれて全部否定され、誇張される。ネガティブキャンペーンみたいな話に

すり替わってしまう。ですから、今述べてきたようなことも含めてやっていくことが必

要だと思いますし、今回の医療ＤＸの中でもカルテの話が中心でしたけれども、我々と

しては電子処方箋と一体になった取組がやはり非常に重要だと思っています。今、電子

処方箋は全国的に２２％ぐらいですかね。東京都もまだ２０数％で全国平均より低いの

は、規模が大きいからだと思いますけれども、そういうものも含めてぜひ取り組んでい

くことが必要だと思います。また広報も非常に重要だと思いますけれども、分かりやす

く、なおかつ、やることに意義があるということで、自分だけではなく、全国的に、日

本の置かれている状況とか利用状況とか、そういったものも含めてやることに意義があ

るということをもう少し言っていただいてもいいかなと思います。 

  それともう一つは、取組が非常にいいなと思いつつも、やっぱりクラウドにお金がか

かりますよね。初期投資は少ないですが、その後、大規模なシステムになればなるほど、
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システム更新がどうしてもメジャーなベンダー作っているために、それを更改するとき

にいつも多額の費用がかかります。ランニングコストがかさむという状況があります。

例えば、支払基金が持っているＡＩとかコンピューターチェックのシステムがあります

けれども、それは我々が出している審査手数料の中の一部として払われている、要は保

険料に全部反映されている訳です。いろいろ進めていただくのはいいのですけれども、

最終的に我々保険者なり、あるいは診療側、被保険者なりがその費用を負担するみたい

な話になるのはおかしいと思います。病院のほうもすごく大変なのはよく分かります。

しかし、これを本当に永続的にできるのかどうか疑問に感じます。今は、前に進めなけ

ればいけないから払いますけど、このあとのランニングコスト負担はよろしく、みたい

な話になってしまうと、せっかくいいものをやっても続かないということになってしま

う。それはよくないですよね。ですから、そこは慎重に、よく考えていただきたいと思

います。あと、桃原委員が言われたことで、国が進めようとしていることはなかなか

我々も見えないんですけれども、もう少し開示を迫って、それと、今足りないからここ

はやるとかいうようなところにしないと、二重投資になる可能性がないのか、そこは非

常に危惧しています。東京都さんの取組は非常にいいと思いますので、今後も継続して

取り組んでいただきたいと思いますし、健康保険組合連合会サイドで厚生労働省に実情

を伝えて欲しいということがありましたら、代わりに言いますので、ぜひおっしゃって

いただければと思います。 

  以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  続きまして、ＷＥＢ参加の高橋委員、お願いいたします。 

○高橋委員 東京都社会福祉協議会の高橋でございます。私は福祉の立場ということから、

１点、お願い事を申し上げたいと思っております。 

  私ども、東京都内には区市町村にそれぞれ一つずつ区市町村社会福祉協議会というと

ころがございます。そこでは、認知症等で判断能力の衰えた方の入院ですとか、医療機

関の受診のサポート、支援をしております。医療費の支払いとかを行ったりしています。

そのほかに、最近では皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、身寄りのない

高齢者等への支援ということで、先駆的に都内の２０ぐらいの区市の社協では契約を結

んで、これは判断能力のある方ですけれども、医療機関にかかる際の様々な支援を行っ

ております。こういったところから、国が今年、社会福祉法改正をいたしまして、こう

いう事業について、社会福祉事業に位置づけようとしております。そうなってきますと、

今後、家族ではない第三者がこの患者さんを医療機関受診の際にサポートするというケ

ースが増えてくると思います。ＤＸを進める上に当たっては、こういう患者の家族では

ない第三者が関わるというところがあるということを配慮いただければ非常に助かると

いうことでございます。 

  私からは以上でございます。 
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○小林会長 ありがとうございました。 

  笠松委員は欠席です。 

  ＷＥＢ参加の本多委員、お願いいたします。 

○本多委員 多摩市の本多です。よろしくお願いいたします。 

  今日は電子カルテの話が中心でしたけれども、ＤＸというのが都民の方、または患者

の方々にとってどのようなメリットがあるのかというのは、まだまだ都民の方にはぼん

やりとしか見えていないのではないかと思っております。ですので、まずはその点を改

善する必要があると思っております。これは、まず感想です。 

  あと、お願いですが、こういったＤＸが進むことで、現場はやはり効率化するという

のは分かるんですけれども、一方で、患者側でやはり取り残される人が出てくるんだろ

うと思っております。そうした振り向いたところ、取り残されているような、そういう

追いついてこられないような人たちを取り残さないような、そのような進め方をぜひと

もお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  小澤委員は欠席です。 

  最後になりますが、東京都から発言をお願いしたいと思います。 

  まず、宮澤委員、お願いいたします。 

○宮澤委員 宮澤でございます。 

  各論的な視点で、事務局の補足的に２点、私、述べさせていただきたいと思います。 

  まず、国との連携でございます。ご案内のとおり、国で電子カルテ情報共有サービス、

また、標準型電子カルテ、この構築、開発などの取組が進められているところですけれ

ども、これについて、電子カルテ部会の中でも、こうしたその国の動きに対応して、都

の取組を進めていくべきだというご意見をいただいております。既に国の標準規格に対

応した電子カルテ、これを導入していただいている医療機関に加えまして、これから導

入される医療機関も負担がなく、充実した情報共有ができるように、医療機関へ適切な

情報提供をしていきたいというふうに思っておりますし、また、国ともさらに連携を深

めながら取組を進めていきたいというふうに考えております。 

  もう一点、情報発信についてでございます。本日も多くのご意見をいただいていると

ころでございます。今日の資料で患者、ご家族のニーズの調査結果について、改めて確

認をいただいたところです。事務局の説明にもありましたけれども、来年度、医療ＤＸ

の患者メリット、また、医療機関の取組状況のこういった見える化といったことをして

まいります。また、医療機関への支援事業ですとか、あとは好事例の紹介といったご意

見、今日もいただきましたけれども、好事例などを一本化しまして、情報発信をしてい

く予定でございます。 

  また、一方で、小平先生から提供側のギャップといったお話もいただきました。発信
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の仕方につきましては、工夫をしていきたいと思っております。 

  また、何のためにやるのか、意義といったお話も改めていただきましたので、しっか

り発信をしていきたいと思っております。 

  もう一点、最後に、デジタルになじみのない苦手な医師の先生につきましても、医療

ＤＸ、取り組んでいただけるように、分かりやすく親しみやすい情報発信といったこと

も行っていきたいというふうに考えておりますので、引き続きご意見をいただきたいと

思っております。 

  今年度は１年間、委員の皆様方に貴重なご意見をいただきまして、本当にどうもあり

がとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  成田委員、お願いいたします。 

○成田委員 成田でございます。私からも先生方に御礼申し上げたいと思います。本日は、

専門的な視点、または、患者様の目線から大変貴重なご意見をいただきまして誠にあり

がとうございます。 

  そして、まず、電子カルテのことについてお話しさせていただきたいと思います。今

年度、力を入れてまいりました電子カルテの導入促進につきましては、東京都医師会や

東京都病院協会、あとは精神科病院協会の先生方にも多大なるご協力をいただきまして、

今年度全ての未導入病院に直接アプローチを行うことができました。病院の導入見込み

が飛躍的に、先ほども多くの委員の皆様からもご指摘いただきましたけれども、上昇し

たところでございます。そして、大石委員のほうからは、電子カルテはファーストステ

ップ、さらにその次のステップアップが重要というお話もいただきましたので、そうし

たことも踏まえて、次年度取り組んでまいりたいと思っております。改めて各団体の皆

様方に御礼申し上げたいと思っております。 

  また、来年度は、国とも連携して、先ほど宮澤のほうからお話しさせていただきまし

たけれども、都が先駆的に取り組む新たな医療情報連携基盤の構築をはじめ、様々な取

組を進めていく予定でございます。本日いただきました幅広い視点でのご意見、具体的

には生成ＡＩの活用であるとか、業務の効率化、都民にどう働きかけていくのか、セキ

ュリティーの課題、ＰＭＨＲを中心に進めたらよいのではないか、また、救急現場では

画像の共有も必要である、また、先ほど宮澤がご説明いたしました好事例の横展開のこ

と、そして経営上の課題の点、また、持続可能な医療ＤＸをどうしていくのか、こうし

た幅広いご意見をいただきましたので、こうしたご意見も踏まえて次年度の施策を進め

てまいりたいと思っております。来年度も、引き続き委員の皆様方のお力添えを賜りま

すよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

  私からは以上でございます。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  皆様、ご意見、どうもありがとうございました。 
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  本日の議事は以上となりますが、最後に全体を通して、どうしてもというご意見があ

りましたら、一、二受けたいと思います。特にクラウドネイティブに関しては、セキュ

リティーの面とか、あるいは維持費の面で若干懸念が出されていましたけれども、東京

都としては、クラウドネイティブを進めていきたいということでしたので、ここら辺に

関しては何か、もしご専門の委員の方がいたら、短くご意見をお願いしたいと思います。 

  大石委員、どうぞ。 

○大石委員 すみません、私の説明が悪かったのかもしれないですが、クラウドネイティ

ブであるからセキュリティーが緩い、もしくは危険であるというのは、これは間違いで

す。オンプレだから安全だというのも多分間違いだと思います。ですから、やはりそこ

ら辺のある種、広く知っていただく、でも片一方で、クラウドネイティブのときにはこ

ういうセキュリティーをかけないと危ないですということであるとか、あえてクラウド

化するのはそこの情報を使う、単に取っておくだけだったらロックアウトすれば別にい

いんですけど、使うという意味で意味があるんだという、そこら辺を広く理解していた

だくということがまずは要るのではないかと思います。 

  コストの話は、ちょっと一長一短があるので、なかなかどっちがいいとは言いにくい

ところはあるかと思っております。 

  以上です。 

○小林会長 ありがとうございました。 

  接続に関しての、セキュリティーを高めるための接続に関しても補助金みたいなもの

があるといいかなということではないかなと思いますが、あとはよろしいでしょうか。 

  畑中委員、どうぞ。手短にお願いいたします。 

○畑中委員 今日、電子カルテの話と連携の話が出ましたけれども、これは行政のＤＸの

中ですごく重要なデータとしてあるのですが、やはりいい体験を受けた、いい行政体験

を受けると、その行政機関を信頼すると、その割合が１０倍近くなるということです。

なので、いろいろ従事者側であるとか、我々行政側がいろいろこういうことをやりたい

んだ、ああいうことをやって理解してほしいと、こういったことも大事だと思いますけ

れども、やはり患者さんであるとか医療の現場の方々が、まずいい体験をしていただく

ことによって、初めてデータをつなぐとか、預けていいとか、それを２次利用して製薬

に使っていいよとか、そういう話につながると思うので、まず、どこのペインを突破す

るのかなという、この山の登り方を間違えると、何か効率化のためにやっているという

ところばっかりが行ってしまうと、信頼が得られず次へ行けないということになりかね

ないなというところで、今後、我々ＧｏｖＴｅｃｈ東京、東京都保健医療局とも連携し

て、この辺の技術的なご支援をしていきたいと思いますけれども、どの体験をよくする

ところから始めて、上っていくのかというのは、ぜひ皆さんのご意見をいただきながら

やれればなと思っております。ありがとうございます。 

○小林会長 ＷＥＢ参加の委員の方はよろしいでしょうか。 
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  それでは、特にないようですので、これで議事は終了したいと思います。進行を事務

局のほうにお返しいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 小林会長、ありがとうございました。また、委員の皆様、

本日は貴重なご意見をいただきありがとうございました。委員の皆様から本日いただい

たご意見につきまして、来年度、さらなる取組につなげていきたいと思います。 

  それでは、以上をもちまして、令和７年度第２回医療ＤＸ推進協議会を終了させてい

ただきます。 

  本日はお忙しい中、ご出席いただいて誠にありがとうございました。 

（午後 ７時５８分 閉会） 


